
:　　　　　　 3年9月2日令和宣言日

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセン
ター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県
支部、港湾貨物運送労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働災害防止協会
宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

１．建築三大災害である「墜落・転落災害」「建設機械・クレーン等災害」
「崩壊・倒壊災害」は元より、電気工事の災害で多い「感電事故」「脚立からの
転落事故」「材料,工具の落下事故」の対策をを重点的に行い、発生防止に努めま
す。

２．各現場ごとに危険要因を抽出し、その対策を講じます。

３．朝礼時のKYを密に行うと共に、作業時も互いに相互確認を行い常日頃から災
害の発生要因を除去する事に努めます。
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